
訃 報 連 絡 書 

 

（   ）組（  ）班 

故人名：（       ）様  年齢（  ）歳  

逝去日時：   年  月   日   曜   時 

住所 ：合志市須屋      番地  

世帯主：（       ） 続柄：（    ） 

連絡先電話 ：（    ）－（     ）－（     ） 

◆通夜日時： 月  日  曜  時 ～ （場所：      ） 

◆葬儀日時： 月  日  曜  時 ～ （場所：      ） 

喪 主 ：（        ） 

 

 訃報連絡と香典授受の流れ 

■ 訃報連絡書は班長が記入し組長へ届ける。急を要する場合は 先に電話し、

後に訃報連絡書を組長へ届ける。組長は速やかに区長に届ける。 

■ 告別式には区長が自治会代表で香典 5,000 円を持参し参列する。区長が

参列出来ない場合は組長が代行する。会葬礼状を香典授受の証として会計長

に渡し清算する。 

■後日訃報を知った場合は、区長が香典 5,000を用意し組長に手渡しする。 

■ 原則として、香典は組長から班長へ、班長からご親族へ渡すが、組長が直

接持って行った場合も、下記に班長・組長のサイン又は押印のうえ区長へ提

出する。組長は連絡書の内容を住民台帳に記入する。 

■区長は本書を会計長に渡し清算する。 
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黒石団地区 自治会  

改定：令和３年７月１日 


